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春闘春闘

　

菅
新
政
権
が
誕
生
し
て
約

３
カ
月
が
た
ち
ま
す
。
菅
首

相
は
、
め
ざ
す
社
会
像
に
つ

い
て
、「
自
助
・
共
助
・
公
助
」

を
持
ち
出
し
、「
自
己
責
任
」

を
強
調
し
て
い
ま
す
。い
ま
、

果
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。大
企
業
・

富
裕
層
の
負
担
軽
減
と
引
き

換
え
に
、
格
差
と
貧
困
が
拡

大
し
深
刻
化
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
経
緯
を
振
り

返
っ
て
分
か
る
の
は
、
コ
ロ

ナ
禍
に
よ
る
苦
境
・
苦
難
、

感
染
拡
大
防
止
策
の
無
策
・

困
難
、
医
療
現
場
の
ひ
っ
迫

な
ど
は
、
た
だ
ウ
イ
ル
ス
の

猛
威
に
よ
る
災
害
ば
か
り
で

な
く
、
新
自
由
主
義
政
策
に

よ
っ
て
積
み
重
な
っ
た
社
会

の
脆
弱
さ
が
一
挙
に
あ
ふ
れ

出
た
人
災
で
も
あ
る
と
い
う

こ
と
で
す
。

　

国
民
春
闘
共
闘
委
員
会
・

全
労
連
は
、
21
春
闘
を
大
企

業
・
富
裕
層
の
利
益
が
優
先

さ
れ
る
経
済
社
会
に
さ
ら
に

突
き
進
む
の
か
、
あ
る
い
は

労
働
者
・
国
民
が
人
間
ら
し

く
暮
ら
せ
る
社
会
に
舵
を
切

り
、
歩
み
は
じ
め
ら
れ
る
の

か
、
そ
の
せ
め
ぎ
あ
い
の
た

た
か
い
で
あ
る
と
強
調
し
て

い
ま
す
。
こ
の
間
の
政
治
で

日
本
社
会
は
底
辺
か
ら
壊
れ

て
き
て
い
ま
す
。
総
選
挙
も

視
野
に
、
新
自
由
主
義
と
手

を
切
り
、
ま
と
も
な
政
治
の

回
復
を
め
ざ
す
時
を
迎
え
て

い
ま
す
。

『
人
間
社
会
に
は
効
率
よ

り
大
切
な
も
の
、
経
済
よ
り

大
切
な
も
の
が
あ
る
』—

—

21
春
闘
全
体
を
つ
う
じ
て
新

自
由
主
義
の
転
換
が
大
き
な

テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
ま
す
。

自
ら
の
賃
金
・
労
働
条
件
の
改
善
へ

自
ら
の
賃
金
・
労
働
条
件
の
改
善
へ

「「
ひ
と
り
一
行
動

ひ
と
り
一
行
動
」」
で
奮
闘
し
よ
う

で
奮
闘
し
よ
う

　

—
—

公
務
労
働
者
が
春
闘

を
た
た
か
う
意
義
は
何
で
す

か
？

　

春
闘
は
１
９
５
５
年
、
金

属
や
化
学
な
ど
８
つ
の
産
業

別
労
働
組
合
が
話
し
合
い
、

は
じ
ま
り
ま
し
た
。そ
の
後
、

60
〜
70
年
代
に
か
け
て
、
全

国
的
な
た
た
か
い
へ
と
大
き

く
発
展
し
ま
し
た
。

　

労
働
組
合
が
春
闘
で
め
ざ

し
た
の
は
次
の
２
つ
で
す
。

第
一
は
、
そ
れ
ま
で
ば
ら
ば

ら
だ
っ
た
賃
金
交
渉
を
全
国

の
労
働
組
合
が
春
の
時
期
に

一
緒
に
た
た
か
う
と
い
う
統

一
闘
争
を
組
む
こ
と
。
第
二

は
、「
賃
金
の
生
計
費
原
則
」

を
前
面
に
か
か
げ
、
企
業
業

績
や
規
模
に
か
か
わ
ら
ず
、

す
べ
て
の
仲
間
の
賃
上
げ
を

め
ざ
す
こ
と
で
す
。
半
世
紀

に
わ
た
る
春
闘
に
よ
っ
て
、

労
働
者
・
国
民
の
く
ら
し
や

職
場
は
大
き
く
改
善
し
て
き

ま
し
た
。
公
務
員
労
働
者
も

民
間
労
働
者
と
一
緒
に
「
国

民
春
闘
」
を
た
た
か
う
こ
と

で
、春
闘
相
場
を
引
き
上
げ
、

労
働
基
本
権
が
制
約
さ
れ
て

い
る
も
と
で
も
自
ら
の
賃
金

や
労
働
条
件
の
改
善
を
勝
ち

取
っ
て
き
ま
し
た
。

　

国
公
労
連
が
21
春
闘
を
た

た
か
う
に
あ
た
っ
て
大
切
に

し
た
い
の
は
、
広
範
な
労
働

者
・
国
民
と
の
共
闘
・
連
帯

大
企
業
・
富
裕
層
が
優
先
さ
れ
る
社
会
で
な
く

誰
も
が
人
間
ら
し
く
暮
ら
せ
る
社
会
へ

日
本
は
本
当
に
自
己
責
任
を

問
う
こ
と
が
で
き
る
状
況
な

の
で
し
ょ
う
か
。
国
家
が
や

る
べ
き
こ
と
は
「
公
助
」
で

あ
り
、「
自
己
責
任
」
を
押

し
付
け
る
こ
と
は
政
治
の
責

任
放
棄
で
す
。

　

菅
首
相
は
安
倍
政
治
の
継

承
を
表
明
し
て
い
ま
す
が
、

そ
の
こ
と
は
新
自
由
主
義
に

で
あ
り
、
私
た
ち
が
お
か
れ

て
い
る
状
況
を
民
間
労
働
者

や
国
民
に
理
解
し
て
も
ら
う

た
め
に
、
国
公
労
働
者
・
労

働
組
合
の
側
か
ら
積
極
的
に

ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
い
く
こ
と

が
重
要
で
す
。
コ
ロ
ナ
禍
だ

か
ら
と
委
縮
す
る
の
で
は
な

く
、
こ
の
春
闘
期
は
要
求
書

の
提
出･

交
渉
や
機
関
紙
の

発
行
・
配
布
、
職
場
集
会
な

ど
の
日
常
活
動
や
す
べ
て
の

組
合
員
が
何
ら
か
の
行
動
に

参
加
す
る「
ひ
と
り
一
行
動
」

を
実
践
す
る
こ
と
が
求
め
ら

れ
ま
す
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の

と
り
く
み
と
一
体
で
多
く
の

仲
間
を
労
働
組
合
に
迎
え
入

れ
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

コ
ロ
ナ
禍
の
困
難
打
開
へ

「
公
助
」
の
拡
充
を

よ
る
成
長
戦
略
（
規
制
緩
和

に
よ
る
構
造
改
革
）
を
す

す
め
る
こ
と
を
意
味
し
て
い

ま
す
。
新
自
由
主
義
は
、
国

の
役
割
を
縮
小
し
、
企
業
の

税
負
担
な
ど
を
軽
減
し
て
市

場
で
の
経
済
活
動
を
最
優
先

さ
せ
る
立
場
で
す
。
コ
ロ
ナ

禍
に
よ
っ
て
、
こ
の
40
年
ほ

ど
世
界
を
席
巻
し
て
き
た
政

治
・
経
済
原
理
で
あ
る
新
自

由
主
義
の
限
界
・
破
綻
が
明

ら
か
に
な
り
ま
し
た
。

　

政
府
は
、
80
年
代
に
43
・

３
％
あ
っ
た
法
人
税
を
現
在

23
・
２
％
に
ま
で
低
下
さ

せ
、
企
業
の
税
負
担
の
軽
減

を
図
っ
て
き
ま
し
た
。一
方
、

法
人
税
収
を
補
う
た
め
に
89

年
に
３
％
で
導
入
さ
れ
た
消

費
税
は
昨
年
10
％
に
引
き
上

げ
ら
れ
、
所
得
税
を
上
回
る

規
模
で
基
幹
税
化
し
て
い
ま

す
。
ま
た
、
労
働
者
の
賃
金

の
引
き
下
げ
、
非
正
規
雇
用

化
に
よ
っ
て
、
企
業
の
社
会

保
険
料
負
担
の
軽
減
が
図
ら

れ
ま
し
た
。

　

安
倍
政
権
発
足
以
降
、
物

価
水
準
に
賃
金
水
準
が
追
い

つ
か
ず
実
質
賃
金
は
下
が

り
、
非
正
規
雇
用
労
働
者
は

２
０
０
０
万
人
を
超
え
ま
し

た
。
株
価
は
高
水
準
を
維
持

し
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
日

銀
や
年
金
な
ど
公
的
マ
ネ
ー

が
株
を
買
い
支
え
て
い
る
結

公務公共サービス拡充を求める宣伝行動に参加したみなさん ＝ 11 月 26 日（新橋駅前）

浅野龍一書記長
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425.8

2017

440.7

449.1
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459.7
兆円

2019
年度

438.1
万円

大企業の内部留保は1.6倍増の459.7 兆円 実質賃金は27万円減
（この11年間）

内部留保は財務省「法人企業統計」から金融・保険業を含む資本金 10 億円以上の大企業の推移。実質賃金は厚生労働省「毎月
勤労統計調査」の実質賃金（年度）を国税庁「民間給与実態統計調査」の 2018 年の年間平均賃金（440.7 万円）を起点にし
て実額化した数字

■内部留保　　●　実質賃金

大企業（資本金10億円以上）は小規模企業（資本金１億円以下）の
55％しか法人税を払っていない
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23.9％
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10.4％
2018年

23.4％
23.2％

18.7％

10.3％

1989年

43.3％

35.4％

33.1％

1981年

40.0％

34.5％

31.2 ％

法定基本税率
小規模企業の実質負担率
大企業の実質負担率

法人税の実質負担率の推移

国税庁「税務統計から見た法人企業の実態」等から作成

　

—
—

２
０
２
１
年
春
闘
方
針
の
ポ
イ
ン
ト
に
つ
い
て
、
浅

野
書
記
長
に
お
聞
き
し
ま
す
。
最
初
に
２
０
２
１
年
春
闘
は

ど
の
よ
う
な
情
勢
の
も
と
で
た
た
か
わ
れ
る
の
で
す
か
？



2020年11月25日・12月 10日合併号 第三種郵便物認可（ ）1966 年 7 月 25 日
（3） 第1555号国 公 労 新 聞 定価1部年間1,500円（ ）毎月 10、25 日発行

（2）

１
す
べ
て
の
労
働
者
の
賃
上
げ
と
雇
用
の
確
保
を
め
ざ
す

膨
大
な
大
企
業
の
内
部
留
保
を

賃
上
げ
と
社
会
へ
還
元
さ
せ
よ
う

３
国
民
本
位
の
行
財
政
・
司
法
の
確
立
を
め
ざ
す

い
の
ち
・
く
ら
し
守
る
行
政
体
制
の
拡
充
へ

高
ま
る
国
民
の
要
求
と
連
帯
し
よ
う

４
憲
法
を
守
り
、
国
民
本
位
の
政
治
へ
の
転
換
を

私
た
ち
国
家
公
務
員
の
要
求
実
現
と

直
接
つ
な
が
る
政
治
の
あ
り
方

５
職
場
の
す
べ
て
の
仲
間
を
視
野
に
入
れ
た
組
織
拡
大
・
強
化

全
員
参
加
型
の
職
場
活
動
で

す
べ
て
の
職
場
で
仲
間
を
増
や
そ
う

２
公
務
労
働
者
の
労
働
条
件
改
善
を
め
ざ
す
た
た
か
い

非
常
勤
職
員
の
処
遇
改
善
・
安
心
し
て

働
け
る
定
年
延
長
・
超
勤
縮
減
の
実
現
を

　

い
ま
、
昨
年
の
消
費
税

増
税
と
コ
ロ
ナ
・
シ
ョ
ッ

ク
と
い
う
複
合
危
機
が
日

本
経
済
を
襲
っ
て
お
り
、

安
倍
政
権
に
よ
る
ア
ベ
ノ

ミ
ク
ス
の
失
敗
と
コ
ロ
ナ

失
政
が
暮
ら
し
と
経
済
を

圧
迫
し
続
け
て
い
ま
す
。

今
年
度
の
日
本
経
済
は

5
％
程
度
の
大
幅
な
マ
イ

ナ
ス
成
長
が
予
想
さ
れ
て

お
り
、
企
業
も
減
益
予
想

が
目
立
っ
て
い
ま
す
。
非

正
規
労
働
者
や
女
性
な
ど

を
中
心
に
、
雇
用
情
勢
も

悪
化
し
て
い
ま
す
。

　

コ
ロ
ナ
禍
の
な
か
厳
し

い
経
済
状
況
を
打
開
す
る

唯
一
の
方
法
は
、「
８
ｘ

時
間
働
け
ば
人
間
ら
し
く

生
活
で
き
る
賃
金
」
を
実

現
す
る
た
め
、
労
働
者
・

国
民
の
所
得
を
増
や
し
、

内
需
を
拡
大
す
る
こ
と
で

す
。
収
益
が
急
激
に
悪
化

し
た
業
界
で
は
、
賃
金
よ

り
も
雇
用
維
持
を
優
先
せ

ざ
る
を
得
な
い
場
合
も
あ

る
か
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か

し
、
た
だ
単
に
コ
ロ
ナ
禍

だ
か
ら
と
い
う
こ
と
だ
け

で
は
賃
上
げ
を
行
わ
な
い

理
由
に
は
な
り
ま
せ
ん
。

足
取
り
が
重
い
景
気
の
回

復
を
後
押
し
す
る
た
め
に

も
、「
巣
ご
も
り
需
要
」

や
デ
ジ
タ
ル
化
で
好
業
績

を
上
げ
て
い
る
企
業
は
、

着
実
な
賃
上
げ
で
労
働
者

の
労
苦
に
報
い
る
こ
と
が

求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

財
務
省
が
10
月
30
日
発

表
し
た
２
０
１
９
年
度
の

法
人
企
業
統
計
に
よ
る

と
、
大
企
業
（
資
本
金

10
億
円
以
上
、
金
融
・
保

険
業
を
含
む
）
の
内
部
留

保
は
４
５
９
兆
円
と
前
年

度
か
ら
10
兆
円
増
加
し
て

い
ま
す
。
21
春
闘
で
は
、

大
企
業
の
社
会
的
責
任
、

と
り
わ
け
内
部
留
保
に
対

し
、
コ
ロ
ナ
不
況
の
も
と

で
労
働
者
・
国
民
が
ど
の

よ
う
な
見
方
を
す
る
か
が

と
て
も
大
事
で
す
。
内
部

留
保
は
、
①
こ
の
間
の
法

人
税
率
引
き
下
げ
や
②
国

際
比
較
で
も
低
い
社
会
保

険
料
負
担
、
③
低
い
労
働

分
配
、
④
国
策
と
し
て
の

金
融
緩
和
・
円
安
誘
導（
円

高
修
正
）
な
ど
分
配
政
策

の
歪
み
や
国
策
と
し
て
の

円
安
誘
導
等
で
形
成
さ
れ

た
部
分
が
大
き
く
、
政
策

面
の
後
押
し
の
恩
恵
を
受

け
て
膨
大
に
膨
ら
ん
で
い

ま
す
。
労
働
者･

国
民
の

　

こ
の
間
の
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
や
大
規
模

災
害
で
、
行
政
体
制
の
脆

弱
化
が
浮
き
彫
り
に
な
り

ま
し
た
が
、
こ
れ
は
緊
急

時
だ
け
の
問
題
で
は
な

く
、
構
造
的
・
政
治
的
な

問
題
で
す
。

　

こ
の
間
、
政
府
は
新
自

由
主
義
的
政
策
に
も
と
づ

く
「
小
さ
な
政
府
」「
官

か
ら
民
へ
」「
国
か
ら
地

方
へ
」
を
ス
ロ
ー
ガ
ン

に
、
公
務
の
民
間
開
放
・

民
営
化
、
民
間
委
託
・
市

場
化
テ
ス
ト
（
官
民
競
争

入
札
制
度
）、ア
ウ
ト
ソ
ー

シ
ン
グ
（
行
政
の
減
量

化
）・
独
立
行
政
法
人
化
、

統
廃
合
、
業
務
の
効
率
化

な
ど
を
推
進
し
、
国
家
公

務
員
の
定
員
を
大
幅
に
削

減
し
て
き
ま
し
た
が
、
政

府
の
定
員
管
理
政
策
は
既

に
破
綻
し
て
お
り
、
こ
れ

以
上
人
を
減
ら
せ
る
職
場

は
あ
り
ま
せ
ん
。
連
年
の

定
員
削
減
で
職
場
の
人
員

不
足
は
す
で
に
限
界
点
で

あ
り
、
定
員
合
理
化
計
画

の
中
止
・
撤
回
、
業
務
量

に
見
合
う
人
員
体
制
の
確

立
・
拡
充
は
喫
緊
の
課
題

で
す
。
現
在
の
業
務
運
営

は
多
く
の
非
常
勤
職
員
に

支
え
ら
れ
て
い
る
の
が
実

態
で
す
。

　

国
公
労
連
は
21
春
闘

で
、
新
自
由
主
義
的
政
策

の
転
換
を
迫
る
と
り
く
み

と
し
て
、「
い
の
ち
・
く

ら
し
を
守
る
行
政
体
制
拡

充
運
動
」を
展
開
し
ま
す
。

こ
の
運
動
で
は
、
コ
ロ
ナ

禍
の
な
か
で
改
め
て
見
直

さ
れ
た
２
つ
の
観
点
を
重

視
し
ま
す
。
第
一
は
、
国

民
の
「
共
有
財
産
」
と
し

て
の
公
務
・
公
共
の
社
会

的
価
値
で
す
。
第
二
は
、

エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク

と
し
て
の
公
務
・
公
共
の

社
会
的
役
割
で
す
。
こ
れ

ら
を
基
軸
に
、
国
の
役
割

や
体
制
拡
充
の
必
要
性
と

と
も
に
、
そ
れ
を
阻
害
し

て
い
る
定
員
削
減
の
矛
盾

や
国
の
定
員
管
理
の
問
題

点
に
つ
い
て
宣
伝
を
広
げ

ま
す
。

　

私
た
ち
の
要
求
は
国
公

労
働
者
だ
け
の
運
動
で
は

実
現
し
ま
せ
ん
。
い
ま
、

　

職
場
の
切
実
な
要
求
前

進
を
勝
ち
と
る
た
め
に

は
、
労
働
組
合
を
強
く
大

き
く
す
る
こ
と
が
不
可
欠

で
す
が
、
国
公
労
連
の
組

合
員
の
数
は
右
肩
下
が
り

と
な
っ
て
い
ま
す
。
し
た

が
っ
て
、「
組
織
拡
大
５

か
年
計
画
（
最
終
年
次
）」

に
も
と
づ
く
と
り
く
み
を

実
践
し
、
す
べ
て
の
単
組

と
職
場
で
仲
間
を
増
や
す

こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま

す
。
４
月
を
中
心
に
採
用

さ
れ
る
新
規
採
用
者
は
も

と
よ
り
、
未
加
入
者
や
非

常
勤
職
員
、
再
任
用
職
員

な
ど
職
場
で
働
く
す
べ
て

の
労
働
者
を
視
野
に
入
れ

た
組
織
拡
大
を
進
め
る
こ

と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

　

労
働
組
合
の
力
を
高
め

仲
間
を
増
や
す
た
め
に

は
「
増
や
す
人
を
増
や

す
」
こ
と
と
、
日
常
活
動

の
活
性
化
に
よ
る
「
労
働

組
合
の
見
え
る
化
」
が
決

定
的
に
重
要
で
す
。
労
働

組
合
活
動
を
特
定
の
役
員

や
組
合
員
だ
け
の
も
の
に

　

郵
政
労
働
契
約
法
20
条

裁
判
の
最
高
裁
判
決
が
10

月
15
日
に
出
さ
れ
、
住
居

手
当
、
扶
養
手
当
、
有
給

の
病
気
休
暇
な
ど
、
正
社

員
と
非
正
規
社
員
の
不
合

理
な
格
差
が
断
罪
さ
れ
ま

し
た
。
民
間
・
公
務
を
問

わ
ず
非
正
規
労
働
者
の
均

等
・
均
衡
待
遇
の
実
現
と

格
差
是
正
は
喫
緊
の
課
題

で
す
。

　

こ
の
間
、
非
常
勤
組
合

員
を
は
じ
め
と
し
た
仲
間

の
奮
闘
で
、
夏
期
休
暇
や

有
給
の
結
婚
休
暇
の
実
現

な
ど
の
休
暇
制
度
の
拡

充
、
給
与
等
の
「
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
」
や
「
各
省
申
し

合
わ
せ
」
の
発
出
な
ど
、

少
し
ず
つ
で
す
が
要
求
が

前
進
し
て
い
ま
す
。
し
か

し
、
労
働
条
件
の
面
か
ら

見
て
も
、
行
政
サ
ー
ビ
ス

提
供
の
面
か
ら
見
て
も
、

非
常
勤
職
員
の
身
分
が
有

「２つの責任と１つの任務」
　第１の責任とは、私たち労働者と家族の生活や労働条件を維持
向上させ、平和と民主主義を守るという労働組合共通の責任
　第２の責任とは、公務労働にたずさわる労働者として、その専
門的な知識と能力や条件を生かし、国民のための行財政・司法の
確立、教育・医療・福祉の拡充をめざし、国民とともにたたかう
責任
　１つの任務とは、この２つの責任を果たすために、勤労諸国民・
諸階層が共通の目標で一致してたたかう革新統一戦線を追求する
任務

犠
牲
の
上
に
利
益
を
上
げ

る
大
企
業
の
社
会
的
責
任

を
追
及
し
、
内
部
留
保
は

企
業
内
分
配
に
と
ど
ま
ら

ず
、
社
会
的
再
分
配
に
充

て
る
べ
き
と
い
う
国
民
世

論
を
本
気
で
つ
く
り
出
す

こ
と
が
で
き
る
か
ど
う

か
、
そ
の
こ
と
が
21
春
闘

の
重
要
な
鍵
を
握
っ
て
い

ま
す
。

　

国
公
労
連
は
、
富
の
再

配
分
機
能
の
強
化
、
内
部

留
保
の
取
り
崩
し
や
課
税

に
よ
り
そ
の
社
会
へ
の

還
元
を
め
ざ
す
「
格
差

と
貧
困
を
な
く
そ
う
〜
過

剰
な
蓄
財
は
社
会
に
還
元

を
」
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
全

国
で
展
開
し
、
す
べ
て
の

労
働
者
の
賃
上
げ
実
現
、

労
働
者･

国
民
犠
牲
の
上

に
利
益
を
上
げ
る
大
企
業

の
社
会
的
責
任
を
追
及
す

る
た
め
、
国
公
労
働
者
の

専
門
性
を
い
か
し
「
ビ
ク

ト
リ
ー
マ
ッ
プ
」
を
活
用

し
た
宣
伝
物
の
作
成
・
活

用
、
全
労
連
の
提
起
す

る
「
全
国
一
律
最
低
賃

金
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン

２
０
２
４
」
へ
の
結
集
な

ど
、
公
務
の
側
か
ら
官
民

一
体
の
春
闘
構
築
に
む
け

て
奮
闘
し
ま
す
。

　

ま
た
、
今
年
の
人
事
院

勧
告
は
、
月
例
給
に
つ
い

て
は
据
え
置
き
、
一
時
金

に
つ
い
て
は
０
・
05
月
引

き
下
げ
と
い
う
内
容
で
し

た
。
マ
イ
ナ
ス
勧
告
に
よ

る
賃
下
げ
の
サ
イ
ク
ル
を

断
ち
切
り
、
自
ら
の
力
で

回
復
さ
せ
て
大
幅
賃
上
げ

を
勝
ち
取
る
た
め
に
も
、

組
合
員
が
何
ら
か
の
形
で

春
闘
に
関
わ
る
「
ひ
と
り

一
行
動
」
を
展
開
し
な
が

ら
組
合
員
の
積
極
的
な
春

闘
へ
の
参
画
を
促
し
ま

す
。
大
幅
賃
上
げ
と
賃
金

の
地
域
間
格
差
解
消
、
非

常
勤
職
員
の
処
遇
改
善
と

雇
用
の
安
定
な
ど
の
要
求

実
現
に
向
け
て
、
要
求
書

の
提
出
を
は
じ
め
と
し
た

日
常
活
動
を
す
べ
て
の
職

場
で
完
遂
し
ま
す
。

　

国
公
労
連
が
21
春
闘
で

提
起
し
て
い
る
賃
上
げ
要

求
「
月
額
２
万
円
、
時
間

額
２
０
０
円
以
上
」
を
は

じ
め
と
す
る
春
闘
期
統
一

要
求
は
、
職
場
討
議
を
経

た
う
え
で
１
月
15
日
の
中

央
闘
争
委
員
会
で
決
定
す

る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

確
認
さ
れ
た
「
２
０
２
１

年
春
闘
期
統
一
要
求
書
」

は
、
２
月
上
旬
に
政
府
・

人
事
院
に
対
し
て
提
出

し
、
そ
の
実
現
を
め
ざ
し

コ
ロ
ナ
禍
の
な
か
で
、
行

政
体
制
の
確
保
な
ど
の
職

場
の
要
求
と
地
域
住
民
の

要
求
に
一
致
点
が
見
出
さ

れ
て
き
て
い
ま
す
。
こ
れ

ら
共
通
す
る
要
求
を
「
見

え
る
化
」
す
る
な
か
で
、

国
民
本
位
の
行
財
政
・
司

法
の
確
立
を
春
闘
に
お
け

る
官
民
共
通
の
課
題
と
し

て
追
求
し
、
各
分
野
・
各

階
層
の
人
々
と
共
鳴
し

あ
っ
た
連
帯
運
動
の
な
か

で
、
要
求
実
現
の
た
め
の

広
範
な
「
社
会
的
条
件
」

を
つ
く
り
上
げ
、
新
自
由

主
義
を
包
囲
し
抑
え
込
ん

で
い
く
こ
と
を
展
望
し
ま

す
。

　

具
体
的
に
は
、「
公
務
・

公
共
サ
ー
ビ
ス
拡
充
を
求

め
る
請
願
署
名
」
に
つ
い

て
、
各
単
組
で
の
増
員
署

名
と
両
輪
の
と
り
く
み
と

位
置
づ
け
て
積
極
的
な
集

約
目
標
を
掲
げ
、
職
場
だ

け
で
な
く
広
く
民
間
労
働

組
合
な
ど
へ
も
打
っ
て
で

る
こ
と
が
重
要
で
す
。
こ

れ
ま
で
国
会
で
の
請
願
採

択
は
勝
ち
と
れ
て
い
ま
せ

ん
が
、こ
の
間
、各
ブ
ロ
ッ

ク
・
県
国
公
や
職
場
の
仲

間
の
奮
闘
も
あ
っ
て
「
請

願
署
名
」
の
紹
介
議
員
の

数
は
年
々
増
え
て
お
り

（
２
０
２
０
年
74
人
、
19

年
69
人
、
18
年
53
人
、
17

年
48
人
）、
紹
介
議
員
に

は
な
れ
な
い
と
し
つ
つ
も

私
た
ち
の
主
張
に
理
解
を

示
す
議
員
も
増
え
て
い
ま

す
。
し
た
が
っ
て
、
２
月

を
中
心
に
地
元
選
出
国
会

議
員
へ
の
要
請
を
積
み
上

げ
、
３
月
上
旬
に
予
定
し

て
い
る
「
議
員
会
館
一
斉

要
請
行
動
デ
ー
」
に
す
べ

て
の
ブ
ロ
ッ
ク･

県
国
公

の
仲
間
が
参
加
し
て
、
議

員
へ
の
働
き
か
け
を
強
め

て
通
常
国
会
で
の
請
願
採

択
を
め
ざ
し
ま
す
。

富裕層・大企業・自民党の富は倍増
労働者には賃下げ・貧困・過労死

安倍・菅政権による富裕層・大企業優遇
安倍政権発足前の2012年を1とした場合の
2019年および直近データの指数（出典は別表）

富
裕
層
上
位
４０
人
の
金
融
資
産

2.23

大
企
業
の
役
員
報
酬

2.13

富
裕
層
の
金
融
資
産

1.82

自
民
党
へ
の
企
業
・
団
体
献
金

1.74

過
労
自
殺
・
精
神
疾
患

1.45

大
企
業
の
配
当
金

1.42

大
企
業
の
経
常
利
益

1.40

大
企
業
の
内
部
留
保

1.38

非
正
規
労
働
者
数

1.19

軍
事
費

1.13

貯
蓄
ゼ
ロ
単
身
世
帯
の
割
合

1.12

ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
数

1.10

非
正
規
雇
用
の
比
率

1.09

実
質
家
計
消
費
支
出

0.97

実
質
賃
金

0.96

労
働
分
配
率

0.91

国
民
１
人
当
た
り
の
名
目
Ｇ
Ｄ
Ｐ

0.81

世界 15位から世界25位と
ＧＤＰ過去最低順位に転落

　

憲
法
や
政
治
の
あ
り
よ

う
は
国
民
の
生
活
や
権
利

に
関
わ
る
こ
と
は
も
ち
ろ

ん
、
そ
の
遵
守
を
求
め
ら

れ
る
国
家
公
務
員
労
働
者

の
仕
事
や
行
政
運
営
に
も

大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ

と
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま

せ
ん
。
と
り
わ
け
９
条
を

変
え
日
本
を
戦
争
で
き
る

国
に
す
る
こ
と
は
、
国
家

公
務
員
が
国
民
の
基
本
的

人
権
を
制
限
す
る
こ
と
に

つ
な
が
る
も
の
で
あ
り
、

私
た
ち
が
め
ざ
す
民
主
的

行
財
政･

司
法
の
確
立
と

は
全
く
逆
の
ベ
ク
ト
ル
に

他
な
り
ま
せ
ん
。
職
場
か

ら
要
求
実
現
の
観
点
に

立
っ
た
政
治
的
議
論
を
積

み
上
げ
、
要
求
実
現
の
た

め
に
は「
政
治
を
変
え
る
」

こ
と
が
必
要
だ
と
の
認
識

を
一
致
さ
せ
ま
す
。

　

来
る
べ
き
衆
議
院
選
挙

等
に
あ
た
っ
て
は
、
幅
広

い
市
民
と
野
党
と
の
共
同

を
重
視
す
る
と
と
も
に
、

政
党
支
持
と
政
治
活
動
の

自
由
を
尊
重
し
て
、
市
民

と
し
て
の
権
利
行
使
と
要

求
実
現
を
め
ざ
す
立
場
か

ら
、
政
治
的
無
関
心
に
陥

る
こ
と
が
な
い
よ
う
職
場

学
習
を
推
進
し
ま
す
。

せ
ず
、
こ
の
春
闘
期
に
提

起
さ
れ
る
と
り
く
み
の
ど

れ
か
に
参
加
す
る
「
ひ
と

り
一
行
動
」
を
実
践
し
、

全
員
参
加
型
の
職
場
活
動

を
つ
く
っ
て
い
き
ま
し
ょ

う
。

　

２
０
２
１
年
４
月
23
日

（
金
）〜
24
日（
土
）に「
こ

れ
か
ら
の
国
公
労
働
運
動

を
考
え
る
全
国
会
議
（
仮

称
）」
を
開
催
し
、
国
公

労
連
が
掲
げ
る
「
２
つ
の

責
任
と
１
つ
の
任
務
」
を

果
た
す
に
ふ
さ
わ
し
い
こ

れ
か
ら
の
国
公
労
働
運
動

の
発
展
方
向
を
追
求
し
ま

す
。「
２
つ
の
責
任
、
１

つ
の
任
務
」
を
果
た
す
た

め
、
労
働
組
合
が
職
場
・

組
合
員
か
ら
の
要
求
と
信

頼
を
集
め
、
そ
れ
に
依
拠

し
た
日
常
活
動
を
遂
行
し

ま
す
。
特
定
の
役
員
の
み

の
努
力
だ
け
で
は
な
く
、

自
覚
的
に
考
え
、
議
論

し
、
行
動
す
る
組
合
員
を

増
や
し
要
求
を
勝
ち
と
る

こ
と
で
さ
ら
に
強
く
大
き

な
労
働
組
合
組
織
へ
と
つ

な
げ
、
職
場
か
ら
信
頼
を

寄
せ
ら
れ
る
労
働
組
合
を

確
立
し
ま
す
。

（注）職員数は一般職国家公務員の各年 7 月 1 日の在職者数。非常勤職員数は、非常勤職員数の合
計から「委員顧問参与」「保護司」「水門等水位観測員」を除いたもの。
（出所）内閣人事局「一般職国家公務員在職状況統計」（各年版）

非常勤職員の割合が初めて3割を超える

2009年

72,243人

289,490人

20.0％

2014年

65,018人

266,453人

19.6％

2019年

76,035人

267,426人

22.1％

2020年

82,396人

268,219人

30.7％
■ 非常勤職員数　■ 常勤職員数　　●　非常勤職員の割合

日本の公務員数・人件費はOECDで
14年連続最低

（注）各国の国家公務員・地方公務員・公的部門職員（独立行政法人や国立大学法人などの公法人）
の公務員数と人件費。（出所）OECD.stat

ノルウェー

30.8％

15.1％

デンマーク

28.0

15.3

フランス

21.8

12.7

OECD平均
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日　本

5.9 5.4

■　公務員数（総雇用者に占める割合）
■　公務員人件費（対GDP比）

安倍・菅政権による富裕層・大企業・自民党への富の集中（出典と数字データ）

項目 2012 年 2019 年
（直近データ）

2012 年を
1 とした場合の
2019 年の数字

出　典
（※「2012 → 2019 年」と異なる場合のみ年数を表記）

富裕層上位 40 人の金融資産 7 兆 6605 億円 17 兆 660 億円 2.23 フォーブス誌長者番付（2012 → 2020 年）

大企業の役員報酬
（報酬１億円以上） 508 億 3000 万円 1,080 億 4800 万円 2.13 東京商工リサーチ調査

（2013 → 2020 年 3 月期決算）
富裕層（金融資産１億円以上）
の金融資産 478 兆円 869 兆円 1.82 キャップジェミニ

「アジア太平洋ウェルス・レポート 2020」

自民党への企業・団体献金 13 億 7171 万円 23 億 8294 万円 1.74 総務省「政治資金収支報告書」

過労自殺・精神疾患
（労災請求件数） 1,257 件 2,060 件 1.64 厚労省「過労死等の労災補償状況」

大企業の配当金 9 兆 6217 億円 13 兆 6297 億円 1.42 財務省「法人企業統計」
（資本金 10 億円以上の大企業、年度）

大企業の経常利益 35 兆 9409 億円 50 兆 1638 億円 1.40 財務省「法人企業統計」
（資本金 10 億円以上の大企業、年度）

大企業の内部留保 333 兆 4938 億円 459 兆 7343 億円 1.38 財務省「法人企業統計」
（資本金 10 億円以上の大企業、年度）

非正規労働者数 1,816 万人 2,165 万人 1.19 総務省「労働力調査」

軍事費 4 兆 7138 億円 5 兆 3133 億円 1.13 財務省データ（2012 → 2020 年度）

貯蓄ゼロ世帯の割合
（単身世帯） 33.8％ 38.0％ 1.12 金融広報中央委員会「家計の金融行動に関する世論調

査」（2012 → 2019 年）
ワーキングプア

（年収 200 万円以下） 1,090 万人 1,200 万人 1.10 国税庁「民間給与実態統計調査」

非正規雇用の比率 35.2％ 38.3％ 1.09 総務省「労働力調査」

実質家計消費支出
（年額換算） 356 万 6968 円 345 万 8299 円 0.97 総務省「家計調査」２人以上世帯の実質消費支出

実質賃金（年額換算） 458 万 2403 円 438 万 689 円 0.96 厚生労働省「毎月勤労統計調査」（年度）

労働分配率 59.5% 50.4％ 0.91 財務省「法人企業統計」
（金融・保険除く資本金 10 億円以上の大企業、年度）

国民１人当たりの名目ＧＤＰ 48,633 ドル
（世界 15 位）

40,256 ドル
（世界 25 位） 0.81 IMF の GDP 統計世界ランキング

　

２
０
１
９
年
度
か
ら
超

過
勤
務
の
上
限
規
制
が
ス

タ
ー
ト
し
て
い
ま
す
が
、

そ
も
そ
も
体
制
が
不
足
し

て
い
る
こ
と
、
超
過
勤
務

縮
減
に
必
要
な
業
務
カ
ッ

ト･

簡
素
化
な
ど
が
示
さ

れ
て
い
な
い
こ
と
な
ど
の

問
題
が
明
ら
か
に
な
っ
て

い
ま
す
。
同
時
に
、「
か

く
れ
残
業
」
が
増
加
し
て

い
る
と
の
指
摘
が
あ
り
ま

す
。
こ
れ
か
ら
年
末
年
始

や
年
度
替
わ
り
の
繁
忙
期

を
迎
え
る
こ
と
と
な
り
ま

す
が
、
職
場
段
階
か
ら
監

視
を
強
め
、
超
勤
縮
減
や

不
払
い
超
勤
解
消
、
健
康

確
保
対
策
な
ど
を
追
及
し

ま
す
。

ま
す
。
職
場
段
階
に
お
い

て
は
２
月
８
日
の
週
を

「
全
国
統
一
行
動
週
間
」

に
設
定
し
、
す
べ
て
の
職

場
で
所
属
長
に
要
求
を
提

出
し
、
た
た
か
い
を
ス

タ
ー
ト
さ
せ
ま
す
。

　

３
月
24
日
の
最
終
回
答

日
に
む
け
て
、
３
月
５
日

に
実
施
さ
れ
る
春
闘
期
最

大
規
模
の
中
央
行
動
に
職

場
か
ら
仲
間
を
送
り
出
す

と
と
も
に
、
３
月
11
日
の

「
全
国
統
一
行
動
日
」
に

は
合
同
庁
舎
な
ど
で
の
合

同
職
場
集
会
を
含
め
、
す

べ
て
の
職
場
で
組
合
員
が

最
大
限
結
集
す
る
職
場
集

会
を
開
催
し
、
政
府･

人

事
院
の
最
終
回
答
に
む
け

て
職
場
決
議
の
採
択
・
送

付
な
ど
の
と
り
く
み
を
積

み
上
げ
ま
す
。
同
時
に
、

官
民
一
体
で
春
闘
を
た
た

か
う
立
場
か
ら
民
間
労
働

組
合
の
ス
ト
ラ
イ
キ
支
援

な
ど
の
と
り
く
み
を
展
開

し
ま
す
。

〈
非
常
勤
職
員
〉

〈
定
年
延
長
〉

〈
超
過
勤
務
縮
減
〉

期
雇
用
で
あ
る
こ
と
に
諸

問
題
の
根
本
原
因
が
あ
る

こ
と
は
明
ら
か
で
す
。
し

た
が
っ
て
、い
わ
ゆ
る「
３

年
公
募
問
題
」
の
解
消
を

は
じ
め
と
し
て
雇
用
の
安

定
と
処
遇
改
善
を
求
め

る
「
公
務
・
公
共
サ
ー
ビ

ス
拡
充
を
求
め
る
請
願
署

名
」
の
と
り
く
み
を
進
め

ま
す
。

　

第
２
０
１
回
通
常
国
会

で
廃
案
に
な
っ
た
「
定

年
延
長
法
案
」
は
、
第

２
０
３
回
臨
時
国
会
に
提

出
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

今
後
の
動
き
は
不
透
明
で

す
が
、
国
公
労
連
は
政
府

に
対
し
、
雇
用
と
年
金
の

確
実
な
接
続
に
む
け
、
年

齢
に
よ
る
不
利
益
変
更
等

を
許
さ
ず
、
安
心
し
て
働

け
る
制
度
と
な
る
よ
う
引

き
続
き
追
及
を
強
め
ま

す
。

「「
重
さ
、広
が
り
、厚
み

重
さ
、広
が
り
、厚
み
」」
を
持
っ
た

を
持
っ
た

要
求
要
求  
とと  

運
動
、

運
動
、

組
織
づ
く
り

組
織
づ
く
り
を
す
す
め
よ
う

を
す
す
め
よ
う

非正規公務員
民間労働者と同様の

無期転換ルール
つくってください！！

に

日本国家公務員労働組合連合会

国公労連としてネット署名を始めました。
ぜひご協力ください。

▲左のＱＲコード、もしくは
URL http://chng.it/BGVNH7q7Tw 

から署名してください
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１
月

２
月

３
月

４
月

５
月

６
月

2020年12月10日現在2021春闘の主な行動展開図

8日（月）～12日（金）第1波全国統一行動週間（春闘要求提出）

15日（金）春闘闘争宣言行動（経団連包囲行動）
ディーセントワーク宣伝
国公労連中央闘争委員会

20日（水）～21日（木）（全）第60回評議委員会
27日（水）（公）公務労組連絡会第60回

公 務 部 会 第26回 臨時総会

21国民春闘総決起集会（東京）

上旬 議員会館一斉要請行動デー
1日（月）3・1ビキニデー

12日（金）重税反対行動

27日（土）第21回ブロック国公代表者会議

15日（月）ディーセントワーク宣伝
24日（水）春闘要求最終回答日（政府・人事院）

上中旬 2021年船舶総行動
中旬 国民のための財務・金融行政を求める共同行動

15日（木）ディーセントワーク宣伝
23日（金）第156回拡大中央委員会

1日（土）第92回メーデー
3日（月）憲法集会
6日（木）国民平和大行進スタート

23日（金）～24日（土）これからの国公労働運動を考える全国会議

15日（土）ディーセントワーク宣伝
20日（木）中央行動

23日（日）～25日（火）国公労連 沖縄・支援連帯行動

5日（土）～6日（日）第50回国公女性交流集会
中旬 夏の国公青年セミナー/政府・人事院交渉

6日（水）新春宣伝行動

中旬 第204回通常国会

10日（水）集中回答日　春闘要求中間回答日
（政府・人事院）

11日（木）第2波全国統一行動日
ストライキ等統一行動日

5日（金）中央行動
（大幅賃上げといのち守中央大集会）

11日（木・祝日）春の国公青年セミナー2021
13日（土）国公女性協 春の全国代表委員会
15日（月）ディーセントワーク宣伝
20日（土）（全）青年春闘交流集会

※（全）は全労連・国民春闘共闘、（公）は全労連公務部会のとりくみ

50万人
総行動
3/10～12

各
単
組
中
央
委
員
会

ブ
ロ
ッ
ク
別

労
働
学
校

憲
法
闘
争
強
化
月
間

組
織
拡
大
強
化
月
間

春
闘
地
域
討
論
集
会地

域
総
行
動
い
の
ち・く
ら
し
を
ま
も
る
行
政
体
制
拡
充
運
動

　国
会
請
願
署
名

国
民
平
和
大
行
進

各
県
国
公
で「
ビ
ク
ト
リ
ー
マ
ッ
プ
運
動
」

要
求
実
現
上
申
行
動

第34回

　

国
公
労
連
は
21
年
春
闘
の

賃
金
要
求
案
を
「
要
求
・
組

織
ア
ン
ケ
ー
ト
」
結
果
（
12

月
２
日
現
在
）
と
全
労
連
・

国
民
春
闘
共
闘
の
賃
上
げ
要

求
額
を
踏
ま
え
て
月
額
２
万

円
（
４
・
９
％
）
以
上
で
提

起
し
、
職
場
で
討
議
す
る
こ

と
と
し
て
い
ま
す
。

　

ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
生
活
実

感
に
つ
い
て
、
49
・
４
％
が

「
生
活
が
苦
し
い
」
と
し
て

い
ま
す
が
、
昨
年
と
比
べ
て

み
る
と
約
１
割
低
下
し
て
お

り
、
要
求
額
も
２
千
円
程
度

減
少
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
背
景
に
は
、
コ
ロ
ナ

禍
に
お
い
て
民
間
企
業
で
は

賃
金
や
一
時
金
の
削
減
、
経

営
悪
化
や
倒
産
な
ど
に
よ
っ

て
職
を
喪
失
し
て
い
る
労
働

者
が
多
数
に
の
ぼ
っ
て
い
る

こ
と
な
ど
が
影
響
し
て
い
る

こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

昨
年
10
月
の
消
費
税
増
税

の
影
響
で
深
刻
な
不
況
に
陥

り
、
そ
の
最
中
に
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
が
拡
大

し
た
影
響
で
日
本
経
済
は
き

わ
め
て
厳
し
い
状
況
に
お
か

れ
、
生
活
悪
化
に
も
拍
車
が

か
か
っ
て
い
ま
す
。
民
間
企

業
の
冬
の
ボ
ー
ナ
ス
も
厳
し

い
状
況
が
報
道
さ
れ
て
い
ま

す
が
、
こ
う
し
た
状
況
だ
か

ら
こ
そ
、
賃
下
げ
の
ス
パ
イ

ラ
ル
を
断
ち
切
り
、
生
活
改

善
で
き
る
賃
上
げ
で
、
景
気

回
復
に
つ
な
げ
て
い
く
べ
き

で
す
。

　

し
た
が
っ
て
、
21
年
春
闘

で
、
官
民
共
同
の
と
り
く
み

を
す
す
め
て
い
く
こ
と
が

い
っ
そ
う
重
要
に
な
っ
て
お

り
、
国
公
労
連
は
全
労
連
・

国
民
春
闘
共
闘
の
要
求
額
も

含
め
た
提
起
を
積
極
的
に
受

け
止
め
、
職
場
討
議
も
ふ
ま

え
て
21
年
春
闘
方
針
を
確
立

し
ま
す
。

　

全
労
連
・
国
民
春
闘
共
闘

は
賃
上
げ
要
求
額
（
案
）
を

昨
年
と
同
額
の
２
万
５
千
円

以
上
で
提
起
し
て
い
ま
す
。

こ
の
要
求
額
に
は
、
定
期
昇

給
分
も
含
ま
れ
て
お
り
、
国

家
公
務
員
の
定
昇
分
を
加
味

し
た
要
求
額
に
換
算
す
る

と
２
万
４
３
７
＋
国
公
定

昇
分
＝
３
５
６
３
円
（
１
・

０
９
％
）
＝
２
万
３
７
１
４

円
と
な
り
、
全
労
連
の
月
額

要
求
（
案
）
に
近
い
額
と
な

り
ま
す
。

　

し
た
が
っ
て
、
ア
ン
ケ
ー

ト
結
果
の
加
重
平
均
額
を
重

視
し
、
す
べ
て
の
労
働
者
の

賃
金
・
労
働
条
件
改
善
を
基

本
と
し
て
、
高
齢
層
職
員
へ

の
相
次
ぐ
賃
金
抑
制
攻
撃
に

対
峙
す
る
こ
と
と
、
初
任
給

の
抜
本
改
善
等
に
む
け
て
、

要
求
額
（
案
）
を
「
月
額

２
万
円
以
上
」
に
設
定
し
て

い
ま
す
。

１　賃金・昇格等の改善について
（1）国家公務員の賃金を月額 20,000 円（4.9％）以上（行政職（一））引き上げること。
（2）非常勤職員の時給を 200 円以上引き上げること。
（3）行政職（一）一般職高卒初任給（１級５号俸）を 191,700 円、一般職大卒初任給（１級

25 号俸）を 223,300 円に引き上げること。
（4）非常勤職員の賃金は行政職（一）１級５号俸を基礎として、 学歴、 経験年数及び職務内

容等の要素を考慮して決定すること。
（5）公務職場において時給 1,500 円未満の労働者をなくすこと。
（6）高齢層の給与抑制措置を取りやめること。
（7）地域間格差と世代間格差を解消すること。
（8）一時金の支給月数を引き上げ、改善部分をすべて期末手当にあてること。
（9）職員に自己負担を生じさせないよう通勤手当の支給要件・支給額を改善すること。

（10）住居手当の全額支給限度額・最高支給限度額を引き上げること。
２　非常勤職員制度の抜本改善について
（1）非常勤職員制度を抜本的に見直し、雇用の安定、均等待遇などをはかる法制度を整備す

ること。
（2）恒常的・専門的・継続的業務に従事する非常勤職員は、常勤化・定員化すること。
（3）労働契約法の解雇権濫用法理や無期転換制度と同様の制度を整備すること。
（4）一律的・一方的な「雇い止め」は禁止すること。
（5）期間業務職員の更新に係る公募要件は、撤廃すること。
（6）職務給の原則、同一価値労働同一賃金を基本とする均等待遇を確立すること。
（7）休暇制度について、不合理な相違を解消して、常勤職員と同等の制度とすること。
３　高齢期雇用・定年延長について
（1）雇用と年金の確実な接続をはかるため、定年年齢を 65 歳に引き上げること。
（2）60 歳を超える職員の賃金については、 年齢等による差別は行わず、 職責や高齢期の生

活にふさわしい水準とすること。
（3）フルタイム勤務との相互転換が可能な制度として短時間勤務制度を創設すること。
（4）退職手当は、現行の 60 歳定年退職時の支給水準を下回らないようにすること。
（5）加齢により就労が困難な職種については、65 歳まで働き続けることができる職域をもう

けるなど、特別な措置を検討すること。
（6）再任用は希望者全員のフルタイム任用を保障すること。また、 再任用職員の賃金水準・

一時金支給月数を大幅に引き上げるとともに、生活関連手当等を支給すること。
（7）定年後引き続いて再任用する際は、定年前未消化の年次有給休暇は、繰り越せるように

すること。
４　労働時間短縮、休暇制度など働くルールの確立について
（1）所定勤務時間を「１日７時間、 週 35 時間」に短縮すること。また、 窓口取扱時間を設

定すること。
（2）タイムカードを導入するなど、 客観的な勤務時間管理を徹底し、 超過勤務の大幅な縮減

と不払い残業を根絶すること。

（3）超過勤務の上限は月 45 時間、年間 360 時間とし、その徹底をはかること。
（4）連続勤務時間を短縮し、勤務間隔を 11 時間以上確保すること。
（5）不妊治療のための通院休暇を制度化すること。
（6）インフルエンザなどによる学校保健安全法にもとづく出席停止に対応するための休暇を新

設すること。
（7）国家公務員宿舎使用料を引き下げ、必要な公務員宿舎を確保するよう措置すること。
（8）実態に見合うよう移転料、着後手当、扶養親族移転料を改善すること。また、移転料等

の申請手続きの簡素化をはかるとともに、速やかに支給すること。
（9） 災害時において宿泊や通勤手段・経路の変更等が生じた場合への必要な措置を講じるこ

と。また、職員の出退勤において特別休暇等が柔軟に運用できるようにすること。
（10）職員一人あたりの執務スペースの拡充やバリアフリー設備の充実、相談しやすい環境など

障がいを持つ職員も含めた働きやすい職場環境を整備すること。
（11）性的マイノリティの職員や行政利用者への偏見や差別を防ぐために必要な措置を講じるこ

と。
５　民主的公務員制度と労働基本権の確立について
（1）憲法 28 条の原則に立った基本的人権として、ILO 勧告など国際基準にそった労働基本

権の全面的な回復を実現すること。
（2）内閣人事局を廃止するとともに、新たな人事行政機関を設置すること。
（3）幹部職員等の人事については、中立した第三者機関が担う制度とすること。
（4）政治と官の疑惑については、真相解明と再発防止策を確立する仕組みを整備すること。
（5）情報公開や公文書管理の運用にあたっては、第三者機関を設置すること。
６　定員管理等に関する要求書
（1）総定員法を廃止するとともに、「定員合理化計画」を撤回し、必要な要員を確保すること。
（2）障害者および障害者を支援する者について、必要な定員・予算を確保すること。
（3）行（二）職の不補充政策を撤廃すること。
７　両立支援制度の拡充、男女平等・共同参画の推進について
（1）両立支援制度について、拡充すること。
（2）男女平等・共同参画を推進すること。
８　健康・安全確保、母性保護等について
（1）新型コロナウイルス対策をはじめ、職員の健康・安全を確保すること。
（2）パワーハラスメント防止にむけた人事院規則の徹底をするとともに、すべてのハラスメン

ト根絶にむけて体制確保をはじめ具体的な対策を講じること。
（3）母性保護のために必要な措置を講じること。
９　独立行政法人制度等について
（1）事業の安定性と継続性を保障する財政的措置を講じること。
（2）労使自治による賃金・労働条件決定を保障し、政府は不当な介入を行わないこと。
（3）有期雇用職員の無期転換権や同一労働同一賃金ガイドラインに基づく均等待遇を保障す

る予算を確保すること。

2021年国公労連統一要求書（案）抜粋・要約
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